
次の滞納処分は

  あなたの財産かも

             しれません

税
の
公
平
性
を
保
つ
た
め
に

滞
納
整
理
を
強
化
し
て
い
ま
す
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納期限を過ぎても納付されない場合
　地方税法の規定により、20日以内に督促状を発
送します。

督促状を送付後、
10日以内に完納しない場合

　金融機関の預貯金の有無や勤務先からの給与支給
状況など、差し押さえ可能な財産を調査します。

差し押さえ
　換価可能な財産が判明した場合、差し押さえを行
います。
　財産の差し押さえ後、納税相談がなく、理由もな
く滞納が続く場合は、差し押さえた財産を換価し、
滞納している税に充当します。

₁₀
日
を
過
ぎ
て
も
完
納
し
な
い
場

合
、
法
律
に
基
づ
き
財
産
調
査
、

差
し
押
さ
え
を
行
い
ま
す
。
こ
れ

は
裁
判
所
の
令
状
な
く
徴
税
機
関

が
独
自
に
行
え
る
も
の
で
、
事
前

連
絡
な
ど
は
行
い
ま
せ
ん
。

 

滞
納
処
分
の
流
れ

　
納
期
限
を
過
ぎ
て
も
納
付
さ
れ

な
い
場
合
、
納
期
限
後
₂₀
日
以
内

に
督
促
状
を
発
送
し
ま
す
。
督
促

状
を
送
付
し
た
日
か
ら
起
算
し
て

　
町
税
や
国
民
健
康
保
険
税
は
、
教
育
や
福
祉
、
医
療
な
ど

の
公
共
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
上
で
大
切
な
財
源
と
な
っ
て

い
ま
す
。
税
の
滞
納
は
、
そ
れ
ら
の
財
源
を
損
な
わ
せ
、
町

民
の
方
々
の
生
活
に
大
き
な
支
障
を
生
じ
さ
せ
か
ね
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
督
促
状
の
送
付
な
ど
、
滞
納
整
理
に
係
る
経
費
も

税
金
か
ら
支
出
さ
れ
る
た
め
、
町
民
全
体
の
不
利
益
に
つ
な

が
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

 

滞
納
の
現
状

　
町
税
や
国
民
健
康
保
険
税
の
滞

納
額
の
推
移
は
表
１
の
と
お
り
で

す
。
差
し
押
さ
え
等
の
滞
納
処
分

の
強
化
に
よ
り
滞
納
額
は
減
少
へ

と
向
か
っ
て
い
ま
す
が
、
令
和
２

年
度
末
時
点
で
も
約
８
千
万
円
の

滞
納
額
が
あ
り
ま
す
。

表１　 滞納額と徴収率

滞納額 徴収率

平成28年度 145,956,558円 96.06%

平成29年度 108,057,051円 96.48%

平成30年度 99,975,943円 97.00%

令和元年度 95,982,951円 97.24%

令和2年度 79,730,796円 97.73%

扌

扌
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き
な
い
場
合
や
、
期
別
で
の
納
付
が

で
き
な
い
場
合
に
は
、
計
画
的
な
納

付
が
で
き
る
よ
う
分
納
の
ご
相
談
を

受
け
付
け
て
い
ま
す
。
ま
た
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る
国

民
健
康
保
険
税
の
減
免
制
度
や
、
町

税
の
猶
予
制
度
な
ど
、
納
税
に
関
す

る
制
度
の
ご
相
談
も
受
け
付
け
て
い

ま
す
の
で
、
納
期
内
の
納
税
が
難
し

い
場
合
に
は
、
下
記
担
当
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
本
年
度

は
夜
間
納
税
相
談

窓
口
を
偶
数
月
に

１
日
開
設
し
て
い

ま
す
の
で
、
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

※ 

開
設
日
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

差
し
押
さ
え
た
財
産
は

換
価
さ
れ
、
滞
納
税
へ
の
充

当
を
行
い
ま
す

　
金
融
機
関
や
勤
務
先
、
生
命
保
険

会
社
等
へ
調
査
を
行
い
、
財
産
が
判

明
し
た
場
合
、
差
し
押
さ
え
を
行
い

ま
す
。
そ
の
後
、
納
税
に
つ
い
て
の

相
談
が
な
い
場
合
は
差
し
押
さ
え
た

財
産
を
換
価
し
、
滞
納
税
へ
充
当
し

ま
す
。
町
税
を
分
割
納
付
で
納
め
て

い
る
方
で
も
、
虚
偽
の
申
告
や
新
た

に
財
産
を
発
見
し
た
場
合
に
は
随
時

差
し
押
さ
え
処
分
を
行
い
ま
す
。

釧
路
・
根
室
広
域
地
方
税
滞

納
整
理
機
構
へ
の
引
き
継
ぎ

　
税
の
滞
納
が
続
き
、
滞
納
の
解
消

が
困
難
な
場
合
に
は
、
釧
路
・
根
室

広
域
地
方
税
滞
納
整
理
機
構
へ
徴
収

権
を
引
き
継
ぎ
、
滞
納
整
理
が
行
わ

れ
ま
す
。
同
機
構
は
、
釧
路
・
根
室

管
内
₁₁
町
村
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、

差
し
押
さ
え
、
公
売
ま
で
を
前
提
に

滞
納
整
理
を
行
い
ま
す
。

納
付
が
困
難
な
場
合
は

必
ず
ご
相
談
く
だ
さ
い

　
病
気
や
失
業
な
ど
納
付
が
困
難
な

事
情
が
あ
り
、
一
時
的
に
納
付
が
で

表２　差し押さえ件数と取り立て金額の状況

問合せ／税務課  収納対策担当（内線1115・1116）

　11月から12月にかけて、町税滞納者に対して、一斉に納税催告書を
送付します。催告書が届いたら、速やかに完納するか、諸事情により完
納できない場合は、下記担当にご相談ください。
　相談がなく、完納されていない場合は、滞納処分（差し押さえ）を行
います。

■債権の調査　 576件
■債権の差押　   28件

（令和３年９月末現在）

本年度の
債権調査と差押件数

町税の一斉納税催告を実施します

滞
納
者
宅
の
捜
索
で
差
し
押
さ
え
た
現
金

区　分 預　貯　金 国・道税還付金 給　　　与 そ　の　他 合　　　計
(件) (円) (件) (円) (件) (円) (件) (円) (件) (円)

平成28年度 106 4,271,110 29 765,345 1 0 21 999,175 157 6,035,630

平成29年度 86 4,190,290 41 1,097,498 2 180,000 2 829,100 131 6,296,888

平成30年度 70 3,689,982 11 453,119 13 775,880 1 465,800 95 5,384,781

令和元年度 136 6,127,050 11 346,920 3 253,200 5 2,080,714 155 8,807,884

令和２年度 56 3,623,456 20 461,090 5 408,516 0 0 81 4,493,062
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